
第３次みなべ町長期総合計画等策定支援業務プロポーザル実施要領 

１ 趣旨 

みなべ町においては、現行の第２次みなべ町長期総合計画の計画期間が令和８年度で終了

するため、新たなまちづくりの指針となる第３次みなべ町長期総合計画の策定準備を進めて

いる。また、令和７年度において計画期間が終了するみなべ町まち・ひと・しごと創生総合

戦略も併せて策定する。 

ついては、本町を取り巻く社会環境の変化や課題の整理、現行計画の検証、幅広い町民ニ

ーズの把握など策定に必要となる業務の一部を委託するに際して、最も適切な受託事業者の

選定を行うために実施する公募型プロポーザルに関して必要な事項を定めるものである。 

２ 業務の概要 

（１）業務の名称 

第３次みなべ町長期総合計画等策定支援業務 

（２）業務の内容 

別紙（第３次みなべ町長期総合計画等策定支援業務仕様書）のとおり 

（３）業務の期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで（ただし、みなべ町まち・ひと・しごと創生

総合戦略の策定支援業務にあっては、令和８年３月３１日まで） 

３ 実施形式 

企画提案内容と価格面を総合的に評価し、最も優れた提案者との間で地方自治法施行令第

167条の２第１項第２号に定める随意契約を締結するものとする。 

４ 提案上限額（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

18,557,000円（令和７年度9,152,000円、令和８年度9,405,000円）以内とする。 

この金額は、契約金額の上限を示すもので、この金額によって契約を約するものではない。 

５ 参加資格の要件 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次の全ての要件を満たしているものとする。な

お、本プロポーザルへの参加形態については単体企業とし、共同企業体等での参加は認めな

い。 

（１）地方公共団体等が発注する同種・類似の業務を受注した実績があること。 

（２）令和７・８年度みなべ町参加資格審査名簿に登録されている者であること。 

（３）仕様書に定める業務の遂行能力と適正な実施体制を有するとともに、みなべ町の指示に

柔軟に対応できる者であること。 

（４）次の事項に該当しない者であること。 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項の規定に基づくみなべ

町の入札参加資格基準による入札参加の資格制限に該当する者 



イ みなべ町建設工事等契約に係る指名停止等措置要綱による指名停止の措置を受けてい

る者 

ウ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法

（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者 

エ 役員等（プロポーザルに参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人で

ある場合にはその役員をいい、当該プロポーザルに参加しようとする者から町との取引

上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下「役員等」という。）が、暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する

暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められる者 

オ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下「暴力団」という。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると

認められる者 

カ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

キ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者 

ク 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

る者 

６ プロポーザルの全体日程（予定） 

（１）実施スケジュール 

①実施要領、仕様書等の公告日 令和７年５月19日（月） 

②質問受付の提出期限 令和７年５月27日（火）午後５時まで 

③質問に対する回答期限 令和７年６月５日（木） 

④企画提案書等の提出期限 令和７年６月13日（金）午後５時まで 

⑤審査結果通知 令和７年６月下旬 

⑥優先交渉権者との交渉 令和７年６月下旬 

⑦契約の締結 令和７年７月上旬 

※⑤は、応募状況や選考経過等により変更となる場合がある。 

（２）質問の受付 

本実施要領及び仕様書に関し不明な点がある場合は、質問書（様式１）を提出すること。

なお、質問は、企画提案書等の記載方法及び仕様書の内容等に関するものに限り受け付け

るものとする。 

ア 提出期限  （１）の②の記載のとおり 

 提出期間を過ぎて提出された質問、指定の様式を用いない質問、次に定める提出方法

と異なる方法で提出された質問は、一切受け付けない。 



イ 提出方法 

 質問書に質問事項を記載し、本実施要領に記載している問い合わせ先の電子メールの

アドレス宛てに提出すること。提出後は必ず電話により受信確認を行うこと。 

 また、電子メールの件名には、「第３次みなべ町長期総合計画等策定支援業務プロポ

ーザル質問書」とし、提案者名も併せて明記すること。 

ウ 回答及び公表 

 すべての質問を集計のうえ一覧表を作成し、（１）の③に記載の期日までに、町ホー

ムページに掲載する。 

７ 企画提案書等 

本プロポーザルに参加を希望する者は、あらかじめ、５の（１）実施スケジュールに記載

の期日まで次の書類を提出すること。 

（１）提出期限  ６の（１）の④の記載のとおり 

（２）提出書類 

ア 参加申込書（様式２） 

イ 会社概要（様式３） 

ウ 企画提案書（任意様式） 

（ア）提案書の様式は自由とするが、別紙「第３次みなべ町長期総合計画等策定支援業務

仕様書」を踏まえ、業務の目的を達成することができる具体的な方法について記載す

ること。また、以下の項目についても必ず提案すること。 

ａ 人口減少社会や超高齢社会といった時代の転換期を踏まえた総合計画や総合戦略

の役割や位置付けについての考え方 

ｂ 第２次みなべ町長期総合計画や第２期みなべ町まち・ひと・しごと創生総合戦略

の成果や課題の整理、評価方法についての考え方 

ｃ 地域特性や課題等の認識及びみなべ町の置かれている状況に関する考え方 

ｄ 地域幸福度（Well-Being）指標を活用した政策への取組に関する考え方 

ｅ 町民にわかりやすい計画づくりに関する考え方 

（イ）提案趣旨やアピールしたいポイントなど、提案者独自の提案があれば簡潔に記載す

ること。 

（ウ）想定する業務の実施体制（様式４）について、記載すること。 

（エ）目的達成のために想定される全体スケジュールについて記載すること。 

（オ）原則としてＡ４判で提出すること。ただし、提案書の枚数は特に定めないが、必要

最小限とし、プロポーザル等で確認する上で負担とならない程度の枚数とすること。 

エ 業務受注実績調書（様式５） 

オ 配置予定者の過去の業務実績（様式６） 

カ 見積書（任意様式） 



（ア）見積書には、見積金額、消費税及び地方消費税並びに合計額を記載すること。 

（イ）見積金額の明細（仕様書の業務内容の項目等）を記載すること。 

（３）提出部数 

前号の提出書類を順に並べ、正本１部（代表者印を押印したもの）、副本７部（写し可）

を提出すること。 

（４）提出方法 

提出は、持参又は郵送とする。郵送の場合は、封筒の表に「第３次みなべ町長期総合計

画等策定支援業務プロポーザル関係書類在中」と記載すること。 

（５）提出先 

〒645-0002  和歌山県日高郡みなべ町芝742番地 

みなべ町役場政策推進課  電話 0739-72-2142 

８ 契約候補者の選定方法 

（１）審査委員会 

みなべ町職員により構成された審査委員会を設置し、企画提案書等の内容について審査

する。 

（２）審査方法及び審査結果 

ア 審査は、審査委員会において企画提案書等の書類を総合的に評価し審査する。 

イ 別に定める審査表に基づき各審査委員が採点を行い、評価点（得点）を算出する。審

査員の合計点をその提案者の評価点とする。 

ウ 提案者ごとの合計点を比較し、高い点の者から順位を付す。ただし、順位点の合計が

同点の場合は、見積額が少ない者を高い順位とする。 

エ 最も順位の高い者を契約候補者として選定する。 

オ 提案者が１社の場合であっても、審査委員会を開き、審査の結果、提案内容が仕様を

満たしていると認められた場合には、その提案者を契約候補者として選定する。 

カ 審査経過については、非公開とし、審査結果については、文書で通知する。 

キ 審査結果についての異議申立ては受け付けない。 

９ 提案者の失格 

次のいずれかに該当する場合には、提案者を失格とする。 

（１）提出書類に虚偽の記載がある場合 

（２）提出書類が仕様書に示された条件に適合しない場合 

（３）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（４）その他提案者が社会通念に照らし失格に当たる事由を認める場合 

10 企画提案書の無効 

次のいずれかに該当する場合には、企画提案書を無効とする。 

（１）提出期限を過ぎて、企画提案書等が提出された場合 



（２）誤字、脱字等により必要事項が確認できない場合 

（３）提案上限額を超えている場合 

11 情報公開及び提供 

（１）提案者数及び選定した契約候補者については、町ホームページにおいて公開する。 

（２）本プロポーザル実施に関する情報及び提案者から提出された資料は、みなべ町情報公開

条例（平成17年みなべ町条例第10号）に基づき公開することがある。 

12 契約 

（１）選定結果に基づき、最優秀の企画提案事業者と仕様及び契約条件について交渉を行う。 

（２）契約締結に向けて、契約候補者と協議を行うが、契約候補者の選定をもって契約候補者

の企画提案書等に記載された全内容を承認するものではない。協議により、必要な範囲内

において企画提案書の項目の追加・変更及び削除を行ったうえで本契約の仕様に反映させ

ることができる。 

（３）履行期間内において、業務実施状況により契約を継続することが適当でないと判断され

た場合は、契約の解除、又は履行期間の変更を行うことがある。 

13 その他 

（１）本プロポーザルに参加する費用は、全て提案者の負担とする。 

（２）企画提案書は１者１案とする。 

（３）提出された書類等は、返却しない。 

（４）提出期限以降における提出書類の差替え、再提出及び内容変更は認めない。 

（５）業務の実施体制に記載した配置予定者は、病休、死亡、解雇等極めて特別な場合を除き、

変更することはできない。なお、極めて特別な場合で配置予定者を変更する場合は、変更

前の者と同等以上の業務経歴を持つ者とし、本町の承認を要する。 

（６）本プロポーザルは、契約候補者の選定を目的として実施するものであり、提案書の内容

を契約内容として確約するものではない。 

（７）公正な選定が確保できないと思慮される場合は、本選定を中止することがある。 

（８）提案者が１者の場合であっても、本プロポーザルは、成立するものとする。 

（９）この要領に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

14 問い合わせ先 

〒645-0002  和歌山県日高郡みなべ町芝742番地 

みなべ町役場政策推進課  担当 瀧川 

電話 0739-72-2142 ／ファックス 0739-72-1223 

Ｅメール kikaku.ml@town.minabe.lg.jp 

 


